
薬価調査・改定の在り方について
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経済財政運営と改革の基本方針2014
（平成26年6月24日閣議決定）

（薬価・医薬品に係る改革）

薬価調査、更には薬価改定が２年に１度となっている現状の下では、医薬品の取引

価格が下落しているにもかかわらず、保険からの償還価格が一定期間据え置かれて

いるため、患者負担、保険料負担、公費負担に影響を与えている。

このような現状を踏まえ、調査･改定に係るコストにも適切に配慮しつつ､他の統計に

与えている影響や市場価格形成の状況を勘案して、市場実勢価格を適正に反映でき

るよう、薬価調査・薬価改定の在り方について、診療報酬本体への影響にも留意しつ

つ、その頻度を含めて検討する。

薬価の見直しに当たっては、創薬インセンティブを損なわないよう、薬剤給付費の適

正化と先進的な創薬力の維持強化のバランスを踏まえた対応を行う。

また、セルフメディケーションが進むよう、医薬品の医療用から一般用への転用（ス

イッチＯＴＣ）を加速するための取組を具体的な目標を設定して推進する。後発医薬品

については、諸外国並みの後発医薬品普及率を目指す。そのためにも、医師等への

後発医薬品の品質等の情報提供や安定供給のための施策を推進する。
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26年10月21日経済財政諮問会議
における総理発言

塩崎大臣には、医療費の見える化を含む医療保険
制度の改革、薬市場の実態の早急な把握をはじめと
する薬価制度の見直し、メリハリの効いた介護報酬の
適正化など、社会保障の効率化・重点化により、質を
維持しつつ、国民負担を軽減していくよう議論を進め、
年内を目途に諮問会議に報告していただきたい。
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２．薬価の適切な改定と薬価制度の改善

○医療費に占める割合の大きい薬剤費の適正化のため、これまで、市場実勢価格に基づき薬価改定を実施。

・薬剤費比率は、平成５年度28.5% → 平成23年度21.9% まで低下

・薬価差(推定乖離率)は、平成５年度19.6% → 平成23年度8.4%（平成25年度8.2%） まで低下

薬剤費の状況

○今後とも、市場実勢価格に基づき、適正に薬価改定を行っていく。

○同時に、革新的な医薬品の開発や、有効で安全な医薬品の安定供給の確保に留意する必要がある。

○また、併せて、後発医薬品の使用促進により、薬剤費のさらなる適正化に努める。

※後発医薬品の数量シェア･･･平成23年９月39.9% → 平成25年９月46.9% → 目標：平成30年３月末60%以上

基本的な考え方

年度
国民医療費

（Ａ）
薬剤費

（Ｂ）
薬剤費比率

（Ｂ／Ａ）
推定乖離率

（Ｃ）

平成５年度
(兆円)

24.363
(兆円)

6.94
(％)

28.5
(％)

19.6
平成６年度 25.791 6.73 26.1 －

平成７年度 26.958 7.28 27.0 17.8
平成８年度 28.454 6.97 24.5 14.5
平成９年度 28.915 6.74 23.3 13.1

平成１０年度 29.582 5.95 20.1 －

平成１１年度 30.702 6.02 19.6 9.5
平成１２年度 30.142 6.08 20.2 －

平成１３年度 31.100 6.40 20.6 7.1
平成１４年度 30.951 6.39 20.7 －

年度
国民医療費

（Ａ）
薬剤費

（Ｂ）
薬剤費比率

（Ｂ／Ａ）
推定乖離率

（Ｃ）

平成１５年度 31.538 6.92 21.9 6.3

平成１６年度 32.111 6.90 21.5 －

平成１７年度 33.129 7.31 22.1 8.0

平成１８年度 33.128 7.10 21.4 －

平成１９年度 34.136 7.40 21.7 6.9

平成２０年度 34.808 7.38 21.2 －

平成２１年度 36.007 8.01 22.3 8.4

平成２２年度 37.420 7.88 21.1 －

平成２３年度 38.585 8.44 21.9 8.4
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２．薬価の適切な改定と薬価制度の改善

（薬価・医薬品に係る改革）

薬価調査、更には薬価改定が２年に１度となっている現状の下では、医薬品の取引価格が下落しているにもかかわらず、保険

からの償還価格が一定期間据え置かれているため、患者負担、保険料負担、公費負担に影響を与えている。

このような現状を踏まえ、調査･改定に係るコストにも適切に配慮しつつ､他の統計に与えている影響や市場価格形成の状況を

勘案して、市場実勢価格を適正に反映できるよう、薬価調査・薬価改定の在り方について、診療報酬本体への影響にも留意しつ

つ、その頻度を含めて検討する。

「経済財政運営と改革の基本方針2014」（平成26年6月24日閣議決定）

○薬価改定については、現状では２年に１回の頻度で実施されているが、薬価の毎年改定には以下のような課題がある。

１．革新的な医薬品の創薬意欲を損なうおそれ

－薬価改定による引下げ（５～７%程度）は、医薬品企業の研究開発費の約半分に相当。改定の頻度を上げると企業の研究開発

費の削減が不可避であり、改定が連続することにより、医薬品企業の新薬開発力を削ぐことになるのではないか。

２．市場価格の適正な把握のための技術的な問題

－市場価格の適正把握ができなくなるのではないか。

－価格交渉など流通への影響が大きい等の理由で、卸が毎年改定を前提とした薬価調査に協力しないことになるのではないか。

３．診療報酬への影響

－薬価と診療報酬は医療機関への支払いとしては密接に関連。診療報酬の改定は、前回改定の結果の検証等を行った上で検

討する必要があり、診療報酬の毎年改定は現実的に困難であることと一体的に考える必要があるのではないか。

４．毎年改定に関する歴史的な経緯

－頻回な薬価改定による不満により、昭和60年に「薬価調査非協力」問題が顕在化。これを踏まえ、昭和62年の中医協建議によ

り、概ね２年に１回程度の全面改定となったが、再度問題が生じないか。

留意すべき事項
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昭和５６年 ６月 薬価改定（△１８．６％：全面改正）
※本大幅改定以後、卸業界において制度や行政に対する不満が表面化

昭和５８年 １月 薬価改定（△４．９％：１４薬効群の部分改正）

昭和５９年 ３月 薬価改定（△１６．６％：全面改正）

※５年間で４６％の引下げが行われたことから、一部地域の卸において「薬価調査非協
力」の動き

昭和６０年 ３月 薬価改定（△６．０％：２１薬効群の部分改正）

昭和６０年 ６月 厚生省 経時変動調査の実施
〃 ７月 卸連の常任理事会において経時変動調査への対応を議論

※否定的な意見が多数を占めるも調査拒否の機関決定は見送るが、結果として、対象卸
の約９割近くが調査拒否

昭和６１年 ４月 薬価改定（△５．１％：２８薬効群の部分改正）
昭和６１年 ９月 中医協において業界団体から意見を聴取

※日薬連：薬価改定の頻度は少なくとも２年に１回
卸 連：薬価改定は２年以上の間隔をおいて実施

昭和６２年 ５月 新算定方式に関する中医協建議

「市場における価格の安定にある程度の期間を要するので、市場価格の形成をまってお
おむね２年に１回程度の全面改定になることはやむを得ない」

新算定方式が決定するまで薬価改定延期

毎年改定から昭和６２年建議に至る経緯
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